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c） 医療事故の被害者の願いである、反省・謝罪、責任の追及、被害者の救済、再発

防止の全てのベースになるものが真相究明である。 

【医療界の在り方】 

a） 我が国の医療は、上下の風通しが悪く、自由活発な議論ができない風潮があり、

事故を隠蔽する、患者に説明しない、謝らないという傾向があった。国民の信頼

を得られる調査組織を創設するためには、医療界は従来の傾向・風潮を認めた上

で、それを打破していく必要がある。 

b） 良識ある医療従事者によって担われる自浄作用と、市民に開かれたプロフェッシ

ョナリズムの形成に向けて、医療従事者の主体的な参加が必要である。 

【国民と医療従事者の医療に対する認識の齟齬】 

a） 医学の進歩に伴い不確実性も大きくなる中で、国民は、最先端の水準の医療と確

実かつ最善の結果を期待している。こうした国民の医療の現状に対する認識が、

医療紛争の根底にはあるのではないか。患者が自分の受けた医療について最善の

結果を求めることは当然であるが、現実との折り合いをどうつけていくかが問題

である。 

b） 医療事故が発生した際に、医学的知識を持ち合わせていない遺族が、診療行為に

対する疑問や不信感を持つのは当然だと理解することから始める必要がある。医

療事故の後、遺族はすぐには最愛の家族の死を受け止めることができない。次に

医療についての疑問や不信感が湧いてきて、真相を知りたいと思う。再発防止を

願うのは時間が経ってからである。 

【現行の司法制度の限界】 

a） 遺族が死因究明を望んでいても、司法解剖においては、遺族や医療機関側に鑑定

結果をスムーズに開示できず、裁判となると時間もかかる。遺族にとってはそこ

が非常に納得のいかない部分である。 

b） 裁判所は当事者の責任の量を検討し、相当な刑罰を定めるために必要な限度にお

いてのみ、その職務環境や上司の指導監督の適否等を判断すべきものであり、当

事者の責任とは離れて、医療過誤を引き起こした実質的原因を解明することは、

裁判所に与えられた権限を越えるものである、という主旨の判決（大阪高判平成

１６年７月７日）もあるように、刑事訴訟による真相究明は必ずしも再発防止に

つながるものではない。 

c） 民事訴訟についても、本来の目的は、当事者間の権利義務関係を法的な立場から

確定することにある。それに付随して死因究明等がなされることはあるが、制度
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